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桑名市住吉浦休憩施設管理運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本市における公の施設である住吉浦休憩施設（以下「施設」という。）の管理運営を実施すると

ともに、この地域の観光資源等を有効活用することで利用者の増加及び賑わいの創出を図り、この

地域の観光的な価値を高めることを目的とする。 

 

２ 業務名 桑名市住吉浦休憩施設管理運営業務委託 

 

３ 契約期間  契約締結の日 から 令和９年３月 31日 まで（３ヶ年） 

 

４ 業務の概要 

（１）施設概要 

①名称   住吉浦休憩施設 

②場所   桑名市太一丸地先 

③施設規模、施設内容   建物（構造：ＲＣ造平屋建、延床面積：67.64㎡） 

※詳細は別添「桑名市住吉浦休憩施設管理運営業務委託 基本仕様

書及び特記仕様書」による。 

④休業日  年末年始（12月29日から１月３日まで） 

⑤利用時間 午前９時から午後５時まで 

（２）契約限度額 11,250千円（消費税込み） 

   ※ 一会計年度における限度額 3,750千円（消費税込み） 

（３）使用料等 

①自主事業及び物品販売については、受注者の収入とする。なお、この場合において物品販売

等にかかる手数料、場所を貸す賃料については受注者の収入とすることができるものとす

る。 

②法令等の趣旨に反しない限りにおいて、本業務は指定管理者ではなく直営での委託契約であ

ること及び本業務における公の施設を管理運営することの目的を十分に踏まえた上で、市

の歳出削減に繋がること又は受注者にとって有利なインセンティブの提案をすることがで

きる。＜ 必要に応じて提案 ＞ 

（４）委託料の支払いについて 

 委託料は、受注者の報告書（精算内容を含む。）と請求書をもって、市が支払うものとす

る。ただし、年度の途中で支払うことについては、市と受注者で協議の上、決定することが

できる。＜ 必要に応じて提案 ＞ 

 

５ 業務内容 

（１）内容 

  施設運営に関する業務、管理に関する業務並びに施設及び設備の維持管理全般に関する業務と

する。 

①業務項目 
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１開始準備と業務の引継ぎ、２施設の運営、３施設・設備の管理、４備品及び消耗品の管理 

５緊急時等の対応、６個人情報保護、守秘義務の確認、７情報公開 

②業務の実施計画及び実施状況の確認 

１業務の調査等、２事業計画及び報告等、３業務の評価、点検等 

※ 詳細は、別添、桑名市住吉浦休憩施設管理運営業務委託 基本仕様書による。 

（２）実施方針、事業計画、報告書等作成について 

①実施方針、運営管理の考え方、実施体制を記載すること。＜ 要提案 ＞ 

 契約締結後に、改めて提出をいただきますが、企画提案書に記載をしてください。 

②事業計画書、実施報告書等の作成をすること。 

 自主事業の実施にあたっては、あらかじめ事業計画等を市に提出し、その承認を得なければな

らない。また、事業終了後１ヶ月以内に、必ず実施報告書を市に提出しなければならない。 

 

６ その他の業務委託実施にあたっての条件 

業務委託実施にあたっての条件は、実施内容を市と協議しながら進めるものとする。 

 

７ 手続き等 

（１）スケジュール 

実施公告日 令和６年１月４日（火） 

質問の受付期限 令和６年１月 12 日（金）（必着） 

質問の回答期限 令和６年１月17日（水）頃 

参加表明書の提出期限 令和６年１月26日（金）１７時（必着） 

企画提案書等提出期限 令和６年１月31日（水）正午（必着） 

プレゼンテーションの実施予定日 

及び審査委員会 

令和６年２月６日（火） 

※改めて場所・時間等通知します。 

結果の公表 審査委員会後 

契約の締結 所定の手続き後速やかに 

（２）質問の受付及び回答 

①受付期限    令和６年１月12日（金）（必着） 

②質問提出方法  観光課宛にメールにより提出してください。質問については、明確にわか

りやすく記述すること。関係する仕様書の箇所を明示してください。 

※１５の「問い合わせ先」にメールの送信後、必ず電話にてメールの受信確

認の連絡を行うこと。 

※質問書には、担当者の会社名、部署、氏名、電話番号等の記載を必ず行う

こと。 

③質問の回答は、市ホームページに掲載することをもって回答とする。 

（３）企画提案書等の提出 

次のとおり本事業に関する企画提案書等をご提出ください。 

① 提出期限  令和６年１月31日（水）正午（必着） 

② 提出方法  観光課宛に郵送又は直接持参してください。 

郵送の場合は必ず、事務局に受理確認をしてください。 
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種類 様式等 提出部数、内容等 

参加表明書 様式第１号 １部【１/26提出期限】 

業務実績 様式第２号 ７部【１/26提出期限】 

過去５年以内での施設管理業務に係る実績につ

いて（契約書鑑等 各１部）記載をすること。 

会社概要 様式第３号 １部（会社パンフレット等も添付すること。） 

業務実施体制 様式第４号 ７部 

企画提案書 表紙 

様式第５号 

表紙は１部で

よい 

任意様式 

Ａ４ 

 

７部（両面印刷、長辺綴じ、Ａ４のみ） 

１部20ページ以内（表紙含まず）とし、文字の

サイズは、11ポイント以上とする。 

提案書には、図を用いる等わかりやすく記述し

てください。 

①実施方針、運営管理の考え方、実施体制につ

いて記載すること。 

②委託料の支払い時期、金額についても必要に

応じて提案書に記載すること。 

③市の歳出削減に繋がること又は受注者にとっ

て有利なインセンティブの提案をすることがで

きる。 

④その他は評価項目に沿って記載すること。 

参考見積書 様式第６号 １部 

・本業務委託を受託した場合の全体総額につい

て見積もること。（受注者が受けるインセンテ

ィブに係る提案は見積金額には含めないことと

する。） 

※ 企画提案書には、履行可能な内容を記載すること。 

※ 企画提案に係る費用は、提案者の負担とします。 

※ 提出された企画提案書等は、返還しません。 

※ 参加表明書を期限内に提出していない場合は、企画書の提案はできません。 

※ 企画提案書等の提出にあたっては、１部ずつ、上から様式第２号、様式第４号、企画提

案書（表紙除く。10頁以内）の順にセットして、クリップ止めで提出すること。 

※ 企画提案書には、表紙を除いて下にページ番号を付すること。 

 

８ プレゼンテーションの実施 

①開催日    令和６年２月６日（火） 

※ プレゼンテーションの時間については、後ほどご連絡します。 

②場 所    桑名市役所 ４階 入札室 

③ 説明方法  提出いただいた企画提案書、見積書のみによる。それ以外の資料等は使用でき

ない。 
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④ プレゼンテーションの時間 １事業者 20分以内（質疑は、プレゼンテーション後 10分程度） 

 

９ 審査基準等 

審査委員会において、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案内容等を評価・採

点し、審議のうえ選定します。 

（１） 選考方法 

①提出書類の審査を行い、次の「（２）審査基準」に基づき評価・採点し、総評価点が最高点の

者を最優秀提案者とします。 

②最高点の者が複数いる場合は、審査委員会で協議の上、候補者を特定します。 

③参加者が一者のみの場合、審査の結果において基準点を満たすときは、当該提案者を最優秀提

案者とします。 

（２） 審査基準 

① 事業計画（施設の管理運営について、周辺の観光資源等との連携について、施設利用者の増

加及び賑わいの創出について）（60点） 

② 事業実施体制（業務遂行力について、市との連絡・調整について）（20点） 

③ 料金体系（見積額の妥当性）（20点） 

（３）審査結果通知 

審査結果については、参加者全員に書面により通知します。（2月10日頃通知予定） 

 

１０ 企画提案者の資格等 

本委託事業に係る企画提案者は、次の要件を満たすこととします。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

② 市又は他の地方公共団体おいて競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名

を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過してい

ること。 

③ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

④ 自社等において、施設管理運営等についての実績を有すること。 

 

１１ 契約 

本業務の委託は、プレゼンテーションによる最優秀提案者を契約候補者として、提案者及び市

で協議し、市の定める所定の様式による見積書を提出し、委託契約を締結する。 

 

１２ 契約解除について 

桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年桑名市告示第206号）等、市の

定める例規の内、契約の解除要件に該当することが判明した場合、契約を解除することができ

る。 

 

 

１３ 参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 
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①提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合 

④評価の公平性を害する行為があった場合 

⑤前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等があると認めた場合 

 

１４ その他の留意事項 

①参加表明提出後、辞退する場合は、参加辞退届を令和６年１月30日（火）正午までに事務局あ

てに提出すること。 

②本件に関する費用は、すべて参加者の負担とします。 

③提出書類で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 

④提出部数は７部（正本１部・副本６部）とし、副本は表紙に社名の記載及び押印をしないこ

と。 

⑤提案書には、正本を除き、会社名及び会社名を類推できる表現を入れず「Ａ社 」といった表現

で記載すること。 

⑥類提出後の提案等の修正又は、変更は認めません。 

⑦提出書類の著作権は参加者に帰属します。ただし、桑名市が本件の報告、公表等のために必要

な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

⑧本件に係る情報公開請求があった場合は、企業秘密など公開することで提案者に不利益を与え

る部分は原則非公開とします（該当部分については個別に協議します。）が、それ以外の部分

については、桑名市情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがあります。 

⑨継続的にこれまで実施している文化団体等の自主事業やその他の事業について、同様に継続的

に実施をすること。 

 

１５ 企画提案書等の提出先及びお問い合わせ先 

桑名市 産業振興部 観光課 

観光・MICE係（担当：伊藤） 

住所 〒511-8601 三重県桑名市中央町二丁目３７番地 

電話 (0594)24-1231  ＦＡＸ(0594)24-1140 

E-mail : kambunm@city.kuwana.lg.jp  

 

 

https://2014gw-gwsv01-hs.city.kuwana.lg.jp/index.html?module=office&controller=mail&exec=regist&direct=1&sessions_temp_clear_no=1&to=kambunm%40city.kuwana.lg.jp

